
 

 

 

令和８年３月豊橋市議会定例会 

 

〔Ｒ８．２．１３ 議運資料〕 

 

 

○ 提出事件 

 

予 算 案       １４ 件 （うち補正３件） 

 

条 例 案       １９ 件  

 

単 行 案        ７ 件  

 

報  告    ３ 件  

      

 

以 上       ４３ 件  
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３月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第１８号  豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例の一部を改正する

条例 

（行政課） 

第６次豊橋市総合計画後期基本計画策定及び組織機構改革の実施に伴い、政策の推進

を担う部等の役割について変更するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

  （令和８年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第１９号  豊橋市行政手続条例の一部を改正する条例 

（行政課） 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）による行政手続法の一部改正を踏ま

え、聴聞等の公示の方法による通知の手段に、インターネット等による閲覧を加えるほ

か、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

  （令和８年５月２１日から施行） 
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議案第２０号  豊橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

職員定数の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

区  分 改正後 改正前 増減 

議会の事務部局の職員 １５人 １５人 ０人 

市長の事務部局の職員 ３，２１６人 ３，１８９人 ２７人 

水道事業及び下水道事業管理者

の事務部局の職員 
１８５人 １８４人 １人 

選挙管理委員会の事務部局の職

員 
５人 ５人 ０人 

監査委員の事務部局の職員 ９人 ８人 １人 

公平委員会の事務部局の職員 ３人 ３人 ０人 

農業委員会の事務部局の職員 １９人 １８人 １人 

教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員 

２４７人 ２０８人 ３９人 

消防の事務部局の職員 ３５２人 ３４９人 ３人 

    

職員定数 ４，０５１人 ３，９７９人 ７２人 

 

（令和８年４月１日から施行） 
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議案第２１号  豊橋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改 

正する条例 

議案第２２号  豊橋市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２３号  豊橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条 

        例 

議案第２４号  豊橋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第２５号  豊橋市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

条例等の一部を改正する条例 

議案第２６号  豊橋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 （人事課） 

１ 一般職及び会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給率の平準化 

（１）令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給率 

区   分 現   行 改   定 増   減 

６月期 
期末手当 

勤勉手当 

1.250月(0.700月) 

1.050月(0.500月) 

1.2625月(0.7125月) 

1.0625月(0.5125月) 

0.0125月(  0.0125月) 

 0.0125月(  0.0125月) 

12月期 
期末手当 

勤勉手当 

1.275月(0.725月) 

1.075月(0.525月) 

1.2625月(0.7125月) 

1.0625月(0.5125月) 

▲0.0125月(▲0.0125月) 

▲0.0125月(▲0.0125月) 

年 間 

期末手当 

勤勉手当 

2.525月(1.425月) 

2.125月(1.025月) 

2.5250月(1.4250月) 

2.1250月(1.0250月) 

0.0000月(  0.0000月) 

0.0000月(  0.0000月) 

合  計 4.650月(2.450月) 4.6500月(2.4500月) 0.0000月(  0.0000月) 

※括弧は、再任用職員 

 

２ 特別職の期末手当の支給率の平準化 

（１）令和８年度以降の期末手当の支給率 

区   分 現   行 改   定 増   減 

６月期 1.725月 1.75月 0.025月 

12月期 1.775月 1.75月 ▲0.025月 

年間合計 3.500月 3.50月 0.000月 

 

３ 特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の支給率の平準化 

（１）令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給率 

区   分 現   行 改   定 増   減 

６月期 
期末手当 

勤勉手当 

0.950月 

0.875月 

0.9625月 

0.8875月 

 0.0125月 

 0.0125月 

12月期 
期末手当 

勤勉手当 

0.975月 

0.900月 

0.9625月 

0.8875月 

▲0.0125月 

▲0.0125月 

年 間 

期末手当 

勤勉手当 

1.925月 

1.775月 

1.9250月  

1.7750月 

 0.0000月 

 0.0000月 

合  計 3.700月 3.7000月  0.0000月 
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４ 地域手当の引上げ 

（１）一般職の地域手当 

地域手当の引上げの経過措置を終了し、一般職（医療職給料表（一）適用者を除

く。）の地域手当（現行１００分の６）を１００分の８に引き上げる。 

（２）地域手当引上げによる影響額（一般職・令和８年度） 

一 般 会 計 特 別 会 計 企 業 会 計 合     計 

約２億2,000万円 約1,000万円 約１億9,400万円 約４億2,400万円 

 

５ 月例給与水準を適切に確保するための手当の創設 

最低賃金の上昇が続いている状況を踏まえ、給料月額及び地域手当の合計額に係る

時間当たり単価が、最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を考慮した初任

給調整手当を支給する。 

 

６ 実施時期 

  令和８年４月１日 
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議案第２７号  豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

（福祉政策課・人事課） 

 災害弔慰金等支給審査会委員及び職員ハラスメント対応委員会委員の報酬額を規定す

るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

〇 災害弔慰金等支給審査会委員及び職員ハラスメント対応委員会委員の報酬額 

区分 報酬額 

災害弔慰金等支給審査会委員 日額 １８，４００円 

職員ハラスメント対応委員会委員 日額 １２，５００円 

 

（令和８年４月１日から施行） 

 

 

 

議案第２８号  豊橋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

 職員の特殊勤務手当の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

〇 夜間看護等手当の加算額の改正 

改正後 改正前 

支給要件 加算額 支給要件 加算額 

深 夜 を 全 部 含 む 勤

務を行った場合 

１回につき2,800円

以 内 で 規 則 で 定 め

る額 

夜間看護等手当の支

給を受ける勤務を１

か月において９回以

上行った場合 

９回勤務時の加算

額 1,500円 

９回超の勤務以降

の加算額 １回に

つき1,800円 

深 夜 を 一 部 含 む 勤

務を行った場合 

１回につき1,800円

以 内 で 規 則 で 定 め

る額 

 

（令和８年４月１日から施行）  
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議案第２９号  豊橋市市税条例の一部を改正する条例 

（市民税課） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号。令和５年３月３１日公布）

による地方税法の一部改正に伴い、公示送達の手段に、インターネット等による閲覧を

加えるため、現行条例の一部を改正するもの 

 

  （法律の施行の日又は条例の公布の日のいずれか遅い日から施行） 

 

 

 

議案第３０号  豊橋市手数料条例の一部を改正する条例 

（建築指導課・財政課） 

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第４７号。令和７年５月３０日公布）に

よるマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、建築基準法等関係

手数料について所要の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 特例許可制度の拡充に伴う手数料の名称の変更 

  要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可について、対象

にマンションの構造上主要な部分の効用の維持若しくは回復をする工事（更新）が必

要である旨の認定を受けたマンションが加わるとともに、特例内容にマンションの各

部分の高さの特例が加わることに伴い、手数料の名称を変更する（手数料の額は、現

行の手数料と同額（１件につき１６万円））。 

改正後 改正前 

要除却等認定マンションの建替えにより

新たに建築されるマンション又は要除却

等認定マンションの更新がされるマンシ

ョンの容積率又は各部分の高さの特例許

可申請手数料 

要除却認定マンションに係る建替えマン

ションの容積率の特例許可申請手数料 

 

２ 規定の整備 

  条例で引用する法律の名称が変更されたことに伴い、規定を整備する。 

改正後 改正前 

マンションの再生等の円滑化に関する法

律 

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律 
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議案第３１号  豊橋市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例 

（保健医療企画課） 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正

する法律（令和７年法律第３７号。令和７年５月２１日公布）による医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正により、条例で引用する

法の項が繰り上げられたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正す

るもの 

 

  （令和８年５月１日から施行） 

 

 

 

議案第３２号  豊橋市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

（管理課・経営課・行政課） 

地方自治法の一部改正（令和６年法律第６５号。令和６年６月２６日公布）により、

条例で引用する法の条が繰り下げられたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例

の一部を改正するもの 

 

○ 関係条例 

 ・豊橋市病院事業の設置等に関する条例 

 ・豊橋市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

 ・豊橋市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例 

 

  （令和８年９月２４日から施行） 
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議案第３３号  豊橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（国保年金課） 

国民健康保険財政の健全な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、現行

条例の一部を改正するもの 

 

１ 税率の改定 

区   分 
税        率 

改 正 後 改 正 前 

基
礎
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

100分の7.17 

基礎控除後の総所得金額等の 

100分の7.27 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

27,300円 

被保険者１人について 

24,300円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 23,700円 

  （11,850円） 

       （17,775円） 

１世帯について 

 23,400円 

  （11,700円） 

  （17,550円） 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

100分の2.59 

基礎控除後の総所得金額等の 

100分の2.88 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

10,000円 

被保険者１人について 

 9,600円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 8,700円 

  （4,350円） 

 （6,525円） 

１世帯について 

 9,300円 

  （4,650円） 

 （6,975円） 

介
護
納
付
金
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

100分の2.35 

基礎控除後の総所得金額等の 

100分の2.53 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

    10,500円 

被保険者１人について 

    9,900円 

世 帯 別 平 等 割 額 
１世帯について 

    6,800円 

１世帯について 

    6,900円 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

100分の0.26 
― 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

     1,000円 
― 

18歳以上被保険者 

均 等 割 額 

18 歳以上被保険者１人について 

     55円 
― 

世 帯 別 平 等 割 額

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 1,000 円 

（500円） 

（750円） 

― 
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※ 特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続して

同じ世帯に属する者）が属する世帯で国民健康保険の加入者が１人のみである世帯

のうち、１年目から５年間を特定世帯といい、基礎課税額、後期高齢者支援金等課

税額及び子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額の２分の１が減額され、

６年目から３年間を特定継続世帯といい、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額

及び子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額の４分の１が減額される。 

 

２ 国民健康保険税の軽減金額の改定 

＜低所得世帯＞ 

軽減割合 

軽     減     金     額 

基礎課税額 
後期高齢者 

支援金等課税額 
介護納付金課税額 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

( )内上段

は特定世

帯、下段は

特定継続

世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

( )内上段

は特定世

帯、下段は

特定継続 

世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

７ 

割 

改正後 19,110円 

16,590円

(8,295円)

(12,443円)
7,000円 

6,090円

(3,045円)

(4,568円)
7,350円 4,760円 

改正前 17,010円 

16,380円

(8,190円)

(12,285円)
6,720円 

6,510円

(3,255円)

(4,883円)

5,050円 

6,930円 4,830円 

５ 

割 

改正後 13,650円 

11,850円

(5,925円)

(8,888円)
5,000円 

4,350円

(2,175円)

(3,263円)

5,050円 

5,250円 3,400円 

改正前 12,150円 

11,700円

(5,850円)

(8,775円)
4,800円 

4,650円

(2,325円)

(3,488円)

5,050円 

4,950円 3,450円 

２ 

割 

改正後 5,460円 

4,740円

(2,370円)

(3,555円)

  

2,000円 

1,740円

(870円)

(1,305円)

5,050円 

2,100円 1,360円 

改正前 4,860円 

4,680円

(2,340円)

(3,510円)
1,920円 

1,860円

(930円)

(1,395円)
1,980円 1,380円 
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＜未就学児＞ 

低 所 得 世 帯 

軽 減 割 合 区 分 

( )内は軽減割合 

軽  減  金  額 

基礎課税額 

被保険者均等割額 

後期高齢者支援金等課税額 

被保険者均等割額 

改正後 改正前 改正後 改正前 

７割（1.5割） 4,095円 3,645円 1,500円 1,440円 

５割（2.5割） 6,825円 6,075円 2,500円 2,400円 

２ 割 （ ４ 割 ） 10,920円 9,720円 4,000円 3,840円 

非該当（５割） 13,650円 12,150円 5,000円 4,800円 

 

３ 適用時期 

  令和８年度分の国民健康保険税から適用 
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議案第３４号  豊橋市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

（産業政策課） 

先端成長産業に係る施設の立地に対する奨励措置を追加するほか、所要の改正を行う。 

 

○  先端成長産業に係る施設の立地に対する奨励措置の概要 

対象区域 工業団地、特定地域又は地方活力向上地域 

対象施設 先端成長産業に係る工場又は研究開発施設 

立地奨励金 

土地・家屋の固定資産税相当額・都市計画税相当額の５年度間分 

償却資産の固定資産税相当額の３年度間分 

工場については土地取得費用の１５％（工業団地に限る。） 

研究開発施設については土地取得費用の２０％（工業団地に限る。） 

家屋・償却資産の固定資産税評価額の２０％ 

事業促進奨励金 事業所税相当額の５年度間分 

雇用促進奨励金 
新規雇用等１人につき４０万円（転入者の世帯に１８歳未満の者が

いる場合は、１人につき１０万円加算） 

環境推進奨励金 太陽光発電施設設置経費の１／３等 

 

（令和８年１０月１日から施行） 
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議案第３５号  豊橋市消防団条例の一部を改正する条例 

（総務課） 

 消防団員の定員を改正するため、現行条例の一部を改正するもの  
 

１ 消防団員の定員 

（１）消防団員（基本団員及び機能別団員）の定員 

改正後 改正前 増 減 

９８６人 １，０１９人 ▲３３人 

（２）機能別団員の減員 

   災害時のみに従事する団員である機能別団員を２５人から２０人に減員する。 

 

（令和８年４月１日から施行） 
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議案第３６号  豊橋市火災予防条例の一部を改正する条例 

（予防課・農業支援課） 

 林野火災予防の実効性を高めるため、林野火災注意報等を発することができることと

するほか、所要の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの  
 

１ 林野火災注意報・警報 

市長は、気象の状況が林野火災の予防上必要な場合は、林野火災注意報・警報を発

し、火の使用の制限の対象となる区域を指定することができることとする。 

２ 火の使用の制限 

（１）林野火災注意報が解除されるまでの間、区域内において火の使用の制限に努める

こととする。 

（２）林野火災警報の発令中には、区域内の人は火の使用の制限に従わなければならな

いこととする。 

３ たき火についての届出 

  たき火について届出が必要であることを明確にする。 

４ 豊橋市火入れに関する条例の一部改正 

  林野火災注意報発令時には、火入れを行わないよう努めなければならないこととす

る。 

 

（令和８年４月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第３７号  市道の路線廃止について 

        （石巻萩平町１２号線以下４４路線） 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３８号  市道の路線認定について 

        （石巻萩平町１４７号線以下６５路線） 

（土木管理課） 
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議案第３９号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  豊橋市立高等学校体育館長寿命化改良工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造・鉄骨造３階建 

          延べ床面積  １，６６８㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 
クラブ室、卓球室（２）、電気室、倉庫（２）、便

所 

２階 
アリーナ、ステージ、控室（２）、更衣室、器具庫、

倉庫 

３階 放送室、倉庫 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和８年２月４日 

４ 契 約 価 格  ３０５，８００，０００円 

 （予 定 価 格  ３２９，７８０，０００円） 

  落 札 率  ９２．７％ 

５ 請 負 人  （株）新和技建 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 

 

 

 

議案第４０号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・収集業務課） 

１ 物 品 名  ごみ収集車 

２ 数 量  ２台 

３ 落札年月日  令和８年１月１９日 

４ 契 約 価 格  ２８，３８４，５００円 

５ 購 入 先  いすゞ自動車中部（株）豊橋支店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札２社） 
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議案第４１号  議決事項中変更について 

（令和４年第９９号議決 工事請負契約締結について（豊橋田原ごみ

処理施設整備・運営事業建設工事）） 

（施設建設室） 

 令和４年９月３０日締結の豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約に

ついて、議決事項中契約価格の変更を求めるもの 

 

１ 変更前契約価格  ４１，９７０，５００，０００円（※） 

  変更後契約価格  ４７，５５９，５４８，９６０円 

   （差引き）    ５，５８９，０４８，９６０円増 

 

２ 変更理由及び内容  

令和４年９月３０日締結の豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約

において、賃金水準及び物価水準が急激に上昇し、豊橋田原ごみ処理施設整備・運営

事業建設工事請負契約約款第２５条第６項（インフレスライド条項）を適用する対象

となったことにより、契約変更をするもの 

 

３ 請負人  日鉄エンジニアリング・大林組・神野建設特定建設工事共同企業体 

 

 （※）令和７年第５３号議決（議決事項中変更について）において、変更した後の価

格 
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議案第４２号  包括外部監査契約の締結について 

（行政課） 

 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期  令和８年４月１日 

３ 契 約 の 金 額  １１，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方  林  伸 一 （公認会計士） 

 

 

 

 

 

議案第４３号   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（行政課） 

 固定資産評価審査委員会委員のうち２人が任期満了となるため、後任委員の選任につ

いて、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるもの 

 

参 考  定数 ６人以内 

任期 ３年 

      任期満了となる委員 

氏  名 年 齢 任期満了日 備 考 

鈴 木 康 代 ５３歳 令和８年４月２７日 現在３期目 

山 本 浩 司 ６５歳 令和８年３月２６日 現在１期目 
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〔 報 告 〕 

 

報告第４号  専決処分の報告について 

（契約検査課・文化課・教育政策課・土木管理課・道路建設課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている変更契約の締結について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

 

１（１）専 決 年 月 日  令和８年１月２８日 

（２）変更する議決  令和６年第６３号議決 

              工事請負契約締結について（市民文化会館大規模改造工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ７７２，８０３，９００円（※） 

変更後 ７８２，９３８，２００円    

差引き １０，１３４，３００円   

・ブラインド等の改修方法の変更等のため 

（※）令和７年議案第５７号（議決事項中変更について）において、変更し

た後の価格 

 

 

２（１）専 決 年 月 日  令和８年１月２８日 

（２）変更する議決  令和６年第６４号議決 

              工事請負契約締結について（市民文化会館大規模改造に伴う

電気工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ３９０，５００，０００円 

変更後 ３９３，７７３，６００円 

差引き ３，２７３，６００円 

     ・消防設備の追加及び照明器具の仕様等の変更等のため 
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３（１）専 決 年 月 日  令和８年１月２８日 

（２）変更する議決  令和７年第８９号議決 

              工事請負契約締結について（牟呂中学校体育館長寿命化改良

工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ２３１，０００，０００円 

変更後 ２３３，３９６，９００円 

差引き ２，３９６，９００円 

     ・外壁クラック処理等の施工数量の変更等のため 

 

 

４（１）専 決 年 月 日  令和８年２月３日 

（２）変更する議決  令和６年第１０３号議決 

              工事請負契約締結について（豊橋駅東西自由連絡通路等天井

落下防止改修工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ４８２，９００，０００円 

変更後 ４８０，９５３，０００円 

差引き ▲１，９４７，０００円 

     ・天井の撤去及び復旧の一部を取りやめる変更等のため 

 

 

５（１）専 決 年 月 日  令和８年２月５日 

（２）変更する議決  令和７年第５１号議決 

              工事請負契約締結について（豊橋新城スマートＩＣ（仮称）

橋梁上部工事） 

（３）変 更 内 容 

契約価格 

変更前 ２５６，０８０，０００円 

変更後 ２７４，０９８，０００円 

差引き １８，０１８，０００円 

     ・伸縮装置及び検査路を追加する変更のため 
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報告第５号  専決処分の報告について 

（納税課・国保年金課・住宅課） 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている国民健康保険給付費不当利得返還金及び市営住宅の家賃等の支払並びに市

営住宅の明渡しに係る訴えの提起について、同条第２項の規定により報告するもの 

 

１ 国民健康保険給付費不当利得返還金の支払 

専 決 年 月 日 令和８年２月９日  

事 件 の 概 要 

相手方は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多額

の国民健康保険給付費不当利得返還金を滞納しているため、当該返

還金の支払を求め、鈴鹿簡易裁判所へ支払督促を申し立てたところ、

相手方の督促異議の申立てにより、同簡易裁判所に訴えの提起があ

ったとみなされたものである。  

専決処分時の

滞 納 状 況 滞納件数 １件  

 

２ 市営住宅の家賃等の支払及び明渡し 

専 決 年 月 日 令和８年２月９日  

事 件 の 概 要 

相手方１は、市からの再三にわたる支払の催告にもかかわらず、多

額の市営住宅の家賃を滞納しているため、市営住宅の明渡し並びに

滞納家賃、修繕費用及び賃貸借契約解除後の使用損害金の支払を求

める訴えを名古屋地方裁判所豊橋支部へ提起したものである。  

相手方２は、市からの再三にわたる建物明渡しの催告にもかかわら

ず、明渡しに応じず、不正に住居を占有しているため、市営住宅の

明渡し及び賃貸借契約解除後の使用損害金の支払を求める訴えを名

古屋地方裁判所豊橋支部へ提起したものである。  

専決処分時の

滞 納 状 況 滞納月数 ３月分（家賃）  
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報告第６号  専決処分の報告について 

（生涯学習課・総務課・公園緑地課・収集業務課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和７年１２月２４日 

（２）損害賠償の額   １０２，２９９円 

（３）事 故 の 概 況   令和７年９月１７日午後１時５０分頃、豊橋市中郷町１１

８番１地先の交差点において、本市職員（教育部生涯学習

課）の運転する軽貨物自動車が直進したところ、反対方向

から相手方所有の小型貨物自動車が安全確認を怠って右折

してきたため、相手方車両と衝突したもの 

（豊橋市過失割合 １５％） 

 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和８年２月３日 

（２）損害賠償の額   １２８，７００円 

（３）事 故 の 概 況   令和７年１０月１１日午後３時頃、豊橋市東小鷹野一丁目

３番５地内の駐車場において、本市消防団員の運転する小

型動力ポンプ付積載車が敷地内で方向転換しようとしたと

ころ、相手方所有の花壇に誤って接触し、損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

３（１）専 決 年 月 日   令和８年２月５日 

（２）損害賠償の額   ４３８，４９７円 

（３）事 故 の 概 況   令和７年８月６日午前１１時頃、豊橋市菰口町六丁目１５

番１地先の路上において、相手方１の所有する普通乗用自

動車を載せた相手方２の運転する積載車が走行中、街路樹

に当該普通乗用自動車が接触し、相手方１の車両を損傷さ

せたもの 

（豊橋市過失割合 ６０％、相手方２過失割合 ４０％） 
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４（１）専 決 年 月 日   令和８年２月５日 

（２）損害賠償の額   ７１，５００円 

（３）事 故 の 概 況   令和７年１２月３０日午前８時４０分頃、豊橋市高師本郷

町字本郷７２番１地内の駐車場において、本市職員（環境

部収集業務課）の運転するごみ収集車が浄化槽の上に停車

したところ、当該浄化槽を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 

 

 

 


